
26 山のみち地域づくり交付金事業の促進について 

山のみち地域づくり交付金事業は、旧緑資源幹線林道事業の廃止に伴って創設さ

れた事業であります。有峰線他４路線は本市南部の広大な森林資源を有する山間地

を縦横断する幹線林道として、大きな役割を担っております。 

つきましては、引き続き次の路線の整備促進について格段の配慮をお願いします。 

１ 有峰線 

事業内容  延長  ８.９ｋｍ  幅員 ６.０～７.０ｍ 

２ 大沢野・八尾線 

事業内容  延長  ９.７ｋｍ  幅員 ７.０ｍ 

３ 大山・大沢野線 

事業内容  延長 １２.５ｋｍ  幅員 ７.０ｍ 

４ 大山Ⅰ線 

事業内容  延長  ９.７ｋｍ  幅員 ７.０ｍ 

５ 大山Ⅱ線 

事業内容  延長  ９.８ｋｍ  幅員 ７.０ｍ 
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